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�．．７７年年余余のの着着実実なな前前進進にに確確信信をを

全労連は「何よりもまず、労働者の切実な要

求実現」と「日本の労働運動の新たな発展をめ

ざす」ことを最大の目的（「結成宣言」）に結成

された。

そしてこの７年余、すべての労働者を視野に「人

間らしく生き、働くため」に、さらには、国民

的共同の一翼として「国民生活と平和・民主主

義の擁護」「政治革新」をめざし、産業別全国組

合（単産）と都道府県別組合（地方）が力を合

わせて奮闘してきている。

労働者や国民の全面的な状態悪化と切実さを増

す要求のもとで、まともな労働組合運動への期

待が高まっている今日、その推進力としての全

労連の到達点を確認し、これを確信に新たな前

進方向を意思統一することが重要になってい

る。以下は、全労連結成以降の運動の主な到達

点と教訓である。

１．労働者の要求実現のために

（１）切実な要求、国民春闘路

線の旗を高くかかげて

全労連は「春闘の積極的なたたかいの伝統を

受け継ぎ」、純中立労組懇などと「国民春闘共闘

委員会」をつくり、春闘解体・賃金抑制攻撃や

賃上げ自粛路線とたたかい要求の前進と国民春

闘の発展に全力をあげてきている。

とりわけ重視してきたのが、大衆的な要求組

織運動と生活改善につながる大幅賃上げ要求、

すべての労働者を視野に入れた広範な労働組合

との共同、地域からの目に見える大衆的な春闘

の展開、大企業のぼろ儲けの実態や大幅賃上げ

の可能性を明らかにする「ビクトリーマップ」

をはじめ大企業の横暴の民主的規制、さらには

国民的に共通する制度・政策課題や悪政にたい

する国民的な共同の一翼を担って労働組合の組

織力と闘争力を発揮することであった。

全労連や春闘共闘は、日経連・財界の賃金抑

制と春闘解体の攻撃を跳ね返し、産業別や全国

的な統一闘争を職場や地域から前進させ、額・

率で「連合」などの集計を上回る賃上げの実現、

さらには、９４春闘での年金ストや９７春闘での消

費税増税阻止など「９兆円の国民負担」に反対

するたたかいなど、国民生活防衛闘争の最前線

にたち、運動の節目にはストライキをふくむ多

様な戦術を行使して、中央や地方で奮闘、広範

な労働者と国民諸階層を激励、国民春闘を発展

させてきている。

全全労労連連運運動動のの到到達達点点とと教教訓訓
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しかし、日経連や財界が「新時代の日本的経

営」にもとづき賃金・雇用破壊と春闘そのもの

を労働者を資本の論理に隷属させる場に変質さ

せてきているもとで、これを跳ね返す本格的な

たたかいの強化が重要になっている。

（２）人間の尊厳をかけた国鉄

闘争、権利擁護のたたかい

国鉄労働者１，０４７人の解雇攻撃を国家的不当

労働行為として糾弾し、この闘争を「わが国労

働組合運動再生の環」（第２回臨時大会）に位置

づけ、全力をあげた運動を展開している。９４年

にだされた中労委での「勝利命令」を不服とす

るＪＲの対応により、現在裁判闘争として係争

中だが、国労の裁判の一部が結審し、裁判所が

「和解」へのテーブルづくりをうちだしたこと

によりたたかいは新たな局面を迎えている。国

鉄の分割民営化後１０年の経過は、ローカル線の

廃止や膨大な累積債務などその問題点を改めて

具体的な事実によって国民に明らかにしてお

り、運動のいっそうの強化が改めて求められて

いる。

また、「一人の首切りも許さない」を合言葉

に、人減らし「合理化」反対、労働者の権利擁

護・争議支援を重視し、解雇撤回や多くの争議

の勝利・解決などの貴重な成果も重ねている。

とくに「職場に憲法なし」といわれる大企業の

人権侵害・反共労務政策とのたたかいでは、東

京電力争議の全面勝利や反共労務政策を違法と

する最高裁判決をかちとった関西電力争議など

の前進に貢献し全国の労働者を大きく励まして

いる。

全労連シフトの象徴というべき労働委員会な

どからの排除反対のたたかいでも、いくつかの

地方で穴をあけてきた。また、政府・任命権者

に「連合独占見直し」の必要性を指摘した５月

１５日の中労委・東京地裁の判決は現状打開の大

きな足がかりとなるものである。

真の男女平等と人間尊重をめざす全労連のた

たかいは、９６年３月の丸子警報器パート労働者

差別事件への長野地裁判決、１１月の芝信用金庫

での女性賃金差別事件での東京地裁判決という

男女差別を不当とする２つの勝利判決に結びつ

いている。

（３）攻勢的な運動にむけた多

様な政策・提言活動

８９年末に全労連と密接に協力・共同する学者

・研究者・労働組合代表によって「労働総研」

を設立し、その協力で「国民春闘白書」を毎年

発行。また、９１年１月には「カローシ」に象徴

される日本の長時間・過密労働の解消にむけた

「労働時間、休日・休暇についての全労連の政

策」、わが国の低賃金構造の打破とナショナルミ

ニマムの確立にむけての「全国一律最低賃金制

にたいする全労連の政策」を発表し、具体的な

政策目標にもとづく労働時間短縮や労働基準法

抜本改正のたたかいを追求してきた。

９５年３月には、産業「空洞化」反対、大企業

の横暴への民主的規制を提起する「異議あり、

リストラ『合理化』―大企業の社会的責任を求

める全労連の提言」「労働者と中小企業は日本経

済の主役―中小企業に対する全労連の５つの提

言」「産業空洞化に反対し、国民生活が大切にさ

れる日本経済再建のための提言」、同年１１月には

「解雇規制立法（素案）」を発表するなど、大企

業による大がかりな人減らし「合理化」・地域

経済の空洞化反対、「社会的ル�ル」確立をめ
ざす運動の前進にむけ政策活動を強化してき

た。

また、労働諸法制などにかかわる各審議会で

の審議にむけて政策的申し入れや、国際的にも

ＩＬＯにおける「夜業条約」や「パート労働条

約」「家内労働条約」さらには「有料職業紹介所」
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や「契約労働」など重要な総会議案、条約・勧

告案などにたいする全労連の意見を反映させる

ための努力を積極的におこなってきている。

２．国民的な共同の一翼を、くらしと福祉
・平和を守って

（１）国民生活擁護、社会保障

拡充のために

全労連は、大企業の横暴や政府の悪政とたた

かいながら、労働者・国民の生活擁護にむけ、

「軍事費を削ってくらしと福祉・教育の充実

を」国民大運動実行委員会とともに、国民的な

共同の一翼を担って奮闘してきている。また、

一致する課題での他の階層・団体との共同を重

視し、「国民本位の不況打開」や「大店法の規

制緩和反対」など大企業の横暴に反対する全商

連との共同、９６年には農民連・全商連・新婦人

との「くらしと雇用、営業・営農を守る」四団

体キャラバンなどの共同行動も全国的に展開さ

れてきている。

たび重なる年金・医療制度改悪には「中央社

会保障推進協議会」に結集して、消費税の導入

・税率引き上げには「消費税廃止各界連絡会」

とともに、国民大運動との合流も追求しなが

ら、要求と運動前進に奮闘してきている。全労

連が提起し、広範な団体と協議中の「最低生活

保障要求」（ナショナルミニマム）も各階層・団

体から期待を集めている。阪神・淡路大震災で

は、救援活動とともに「生活再建緊急６項目」

など政府・自治体に要求と提言活動を行ない、

個人補償制度の実現、防災対策の拡充を要求し

てたたかっている。

単産・地方組織も、それぞれの特性を生かし

て、行政や教育の民主化、地場産業・地域経済

の活性化などに関して積極的な要求と政策を提

案し、個別具体的な課題での国民的な共同行動

を発展させている。

地域からの諸団体や住民との多様な共同も発

展している。米軍の実弾演習場反対、企業の海

外移転の実態調査とシンポジウム、大手スーパ

ーの正月営業反対運動、大企業労働者との地域

からの連帯活動、地域の活性化にむけての中小

業者との共同行動、等々。これらは「職場と地

域」を舞台に、かつてない大きな広がりをつく

り、昨今の歴史的・政治的な変化を生みだすう

えでも大きな役割を果たしている。

（２）日本の平和と民主主義を

まもって

日米安保体制の容認を踏み絵に、７０年代後半

以降の革新分断と政治戦線・労働戦線の右翼再

編がすすみ、今日のオール自民党化した政治と

翼賛的体制がつくられ、これを背景に軍国主義

復活や自衛隊の海外派兵、民主主義の形骸化が

強められている。

全労連は、わが国の労働運動の積極的な伝統

を受け継ぐものとして、これらの流れに一貫し

て反対し、日米安保条約も基地もない、平和な

日本と民主主義の擁護をめざして広範な民主勢

力とともに奮闘してきている。具体的には、毎

年の原水禁世界大会や日本平和大会、青年のピ

ースジャムや反核ライダー、「ヒロシマ・ナガ

サキからのアピール」署名、湾岸戦争・自衛隊

海外派遣・ＰＫＯ協力法に反対する国民的なた

たかいなど核兵器廃絶と平和擁護のたたかいを
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前進させてきた。民主主義擁護のたたかいでは

「職場と暮らしに憲法」を合い言葉に、党利党

略で国民主権を制限する小選挙区制導入や憲法

違反の政党助成金反対、企業団体献金禁止、憲

法改悪反対などのたたかいを展開してきてい

る。

沖縄県民が口火をきった米軍基地撤去・日米

地位協定見直しの運動は、全国に「基地も安保

もいらない」という国民世論と運動を広げてい

る。沖縄県民の要求や憲法の財産権保障よりア

メリカの利益優先の「特措法」改悪はオール与

党政治の危険な姿を明らかにしている。日米軍

事同盟の地球規模への拡大など日米安保条約と

わが国憲法との矛盾が拡大しているもとで、国

会に「憲法調査委員会」の設置と明文改憲をめ

ざす公然たる動きが大がかりに表面化、これら

とも関連しながら小選挙区制の比例定数の縮小

・撤廃という策動も強められており、憲法と民

主主義擁護の一大国民闘争の強化が重要な課題

となっている。

３．組織拡大とあらゆる労働組合との共同

（１）組織拡大が着実に前進

全労連は、９２年の定期大会で「第一次組織拡

大・強化３カ年計画」を決定した。

単産・地方組織ごとの「組織拡大月間」や「働

く者のホットライン（電話相談）活動」など、

「職場と地域」からの系統的で目的意識的な活

動を定着させ、計画策定時に１３６万人の労働者

数を現在では１４４万人（４６地方組織・４８０地域組

織）までに拡大してきた。これらと呼応して、

パート労働者を全労連結成時の１万７千人から

現在４万人に拡大した生協労連など、単産レベ

ルの組織拡大も前進している。

現在は「２００万全労連、８００地域組織」を目標

に、「第二次組織拡大・強化３カ年計画」（～９８

年１２月）を実践中であり、この１年ほどの間に

約１万人の組合員を拡大している。労働相談活

動をつうじて、賃金・労働条件の改善をめざし

て、連合組織を離脱しての組合結成や全労連へ

の参加などが最近の組織拡大の特徴として指摘

できる。

これらの到達点は、人減らし「合理化」や賃金

・雇用破壊などの攻撃を跳ね返しながらの前進

面であり、全労連が「労働者・国民の生活と権

利をまもるうえで不可欠な組織」であることを

社会的に明らかにし、新しい組織拡大の条件を

広げている。

しかし、５千万人を超える雇用労働者や年々

低下する労働組合組織率と増大する未組織・不

安定雇用労働者、そしてなによりも要求前進の

展望ともかかわる全労連自身の社会的影響力の

拡大という点で見るなら、これまでの運動の積

極的な教訓や改善点を総ざらいしながら、いま

こそすべての組織が飛躍をかちとることが重要

な課題となっている。

（２）切実な要求にもとづく地

域からの共同

全労連は、結成以来一貫して「すべての労働

者を視野に入れた」産別や地方・地域の運動の

重要性を強調し、９５年の定期大会では「総対話

と共同」の方針を打ちだし、９６年の定期大会で

はそれを本格的にすすめるため、広範な労働者

の要求結集にむけての「大規模アンケート」の

とりくみを決定、消費税の５％への増税中止や

医療保険改悪反対の運動とも結合され、多くの

単産や地方・地域組織が切実な要求を前面に、

これまでの枠を大きく超える共同行動の追求に
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踏み出している。

また、「解雇規制法」をめざすとりくみでは、

人減らし「合理化」が大がかりにすすめられて

いる「連合」系労組にも共同の輪が広げられて

いる。自治体リストラや寒冷地手当の問題で

も、自治労・日教組など「連合」傘下の労働者

・労働組合との共同が各地ですすんでいる。「女

子保護」撤廃阻止のたたかいでは、会長組合が

反対しているのに連合はこの改悪を支持・容認

というもとで、広範な連合傘下の職場組織や女

性組織と全労連などとの共同や連帯行動が全国

的にも大きく発展している。

これらのことは、われわれが地域の労働組合

に直接的な「対話と共同」を呼びかけていくな

らば、一致する課題での広範な労働組合との共

同を飛躍的に前進させうる条件があることを具

体的に明らかにしている。

４．国際連帯の旗を高くかかげて
全労連は、当面いかなる国際労働組織にも加

盟せず、活動の基本を「一致する課題」での二

国間交流におき、交流にあたっては各国の自主

性の尊重、対等・平等、内部不干渉、特定の国

の特権的地位を認めないなどの原則を掲げ、国

内の運動を土台とした国際連帯活動を重視して

きた。この７年余の間に、１５ヵ国・２６組織・５

国際組織に代表を派遣し、１７ヵ国・２３組織の代

表をうけいれ国際交流・会談、全労連のたたか

いを紹介する「ニューズレター」を４５０の組織

に月刊で発送している。

全労連が開催した国際シンポ「日本的労使関

係と労働組合の権利」（９１年１１月）、アジア・太平

洋シンポ「労働者の権利、人権と多国籍企業の

民主的規制」（９４年６月）は、国際競争力を口実

に地球規模の賃金・雇用破壊が進行するもと

で、世界の労働組合が直面する課題を明かに

し、世界のたたかう労働者・労働組合を激励

し、全労連と各国労働組合との交流を深めるう

えでも積極的な役割を果たした。９５年１１月に

は、国連をはじめアメリカ、フランス、オース

トラリアなど５カ国への平和交流団を派遣、反

核・平和運動の労働者、労働組合との交流を深

めた。

また、国連・社会開発サミット、世界女性会

議に参加して全労連の主張を展開し、パート労

働、家内労働、有料職業紹介所、契約労働など

の新たな国際労働基準の確立に際しても積極的

な提案を行ない、ＩＬＯ総会への労働代表団選

任での日本政府の不当な扱いについて直接総会

に提訴。これらの行動を通じて、９６年に来日し

たＩＬＯ労働者活動局長からの要請による全労

連との会談ももたれている。

単産・地方組織での国際連帯活動も、労働時

間短縮、医療・福祉、建設、交通など多岐にわ

たって、その労働組合の性格にそってすすめら

れている。

そしていま、経済の国際化や各国共通の雇用不

安、「規制緩和」と「民営化」、社会保障と労働

者の権利破壊などにたいいする国際的にも反撃

が開始されているもとで、その経験を学び、と

もに連帯した運動を強化していくことがわが国

の運動自身の発展にとっても重要な課題となっ

てきている。
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�．．９９７７国国民民春春闘闘のの総総括括とと教教訓訓

春闘は政府予算案や関連する制度・政策問題

が国会で審議される時期とも重なり、それはわ

が国における労働者と国民の生活・労働条件改

善のたたかいの最大の集中点であり、それだけ

に彼我の力関係や労働組合の団結、闘争力など

が浮き彫りにされるたたかいである。したがっ

て、春闘の総括は全労連運動の到達点、今後の

前進方向を明確にするうえでも特別に重要な意

味を持っている。

１．全労連はどうたたかってきたのか

（１）全労連の基本的構え、日

経連などの対応

全労連は、「９兆円の負担増」など悪政・悪

法を阻止し、切実な大幅賃上げ・労働条件改善

などの要求実現で生活改善をはかるため、�職
場と地域を基礎に大規模な「アンケート」や「総

対話」などをつうじて広範な労働者や労働組合

の要求結集と共同の拡大、�基本的な労働条件
改善のたたかいと「消費税増税中止」「医療保険

改悪阻止」「労働法制改悪反対」などの制度政策

闘争を両輪に、�悪政阻止や大企業本位の政治
・経済の国民本位への転換にむけての広範な国

民世論の結集と国民的共同の本格的強化、�職
場・地域、産業別の運動強化を土台とした全国

統一闘争の強化と消費税増税・健保改悪反対で

のスト権確立など積極的な闘争態勢の確立など

を「基本的構え」として具体的な運動を展開し

てきた。

一方、日経連や財界は、「国際競争力の維持

・強化」を前面に、「構造改革元年」の春闘と

して９７春闘を位置づけ、「新時代の日本的経営」

で明らかにしている「賃上げ幅の抑制」から「賃

上げの否定」、賃金・雇用破壊、個別企業の「支

払い能力」による賃金決定で「横並び」の否定、

同時に労働組合の分断と資本の戦略へ労働者・

労働組合を引きずり込む攻撃を本格的に強化し

てきた。連合もまた、労資協調路線をいっそう

強め、横並び解体と支払い能力による個別企業

ごとの賃金決定、業績配分は賃上げより一時金

という対応をいっそう強めた。

（２）運動における特徴はどこ

にあったか

９７国民春闘は、「９兆円の国民負担増」に象

徴される悪政などと真っ向から対決して、文字

どおり国民春闘、労働者・国民の生活防衛闘争

として展開されたが、その運動の主な特徴は次

のように指摘できる。（詳細は４月２２～２３日の

第１７回評議員会で確認した「９７国民春闘の到達

点、中間総括」を参照）

第一の特徴は、広範な労働組合とのかつてな

い規模での「共同」への追求が、「大規模アン

ケート」や具体的な要求課題での「協力・共同」

の申し入れ行動として展開されたことである。

第二の特徴は、９兆円の国民負担反対など悪

政阻止の制度・政策闘争と大幅賃上げや労働条

件改善の課題が生活改善、国民春闘の両輪をな
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すものとして一体的に追求されたことである。

第三の特徴は、悪政阻止・生活防衛の国民的

な共同が、かつてない大規模な国会請願署名の

集約やこれまで「保守的」といわれてきた諸団

体を含む運動として大きく発展してきているこ

とである。

第四の特徴は、国民的な共同の拡大、広範な

労働者・労働組合との共同追求、また、目に見

える大衆行動のとりくみなどという点でも、地

方・地域での運動が強化され、発展してきてい

ることである。

第五の特徴は、制度・政策闘争でのストライ

キ権の確立など労働組合の断固とした決意、そ

の組織力・闘争力の発揮が、国民諸階層の共

同、総決起を激励、全国的な闘争発展に大きな

役割を果たしたことである。

２．主な課題の到達点と基本的な評価

（１）９兆円の国民負担阻止な

ど制度・政策課題

１）消費税増税中止・特別減税の継続、

医療保険の改悪阻止

オール与党体制による翼賛的国会のもとで国

民の切実な要求が無視され、結果としてほぼ政

府案通りの悪法が押しつけられている。

しかし、閣議での消費税５％増税決定後の急

速な運動の拡がりによる１２００万筆や医療保険改

悪阻止にむけての１８００万筆の国会請願署名集

約、中央・地方でのさまざまな大衆行動の展開

などに示されるように、切実な要求に背を向け

るオール与党体制による悪政への国民の怒り

は、これまでになく広範な国民的共同行動を全

国的に発展させてきている。こうした運動の大

きな発展は、消費税増税など悪政の実施段階で

悪政へのさらなる怒りを拡大し、今後のたたか

いの展望と現在の政治を国民本位に転換してい

くうえでの大きな足がかりを築いているといえ

る。

２）米軍基地撤去、平和・民主主義擁護

政府は５月１４日の沖縄における米軍基地の使用

期限切れを前に、土地の強制使用を「合法化」

すべく「特措法」の改悪案を国会に上程、沖縄

県民をはじめとする国民の反対意見をおしきっ

て、まともな審議もなしに自民、新進、民主な

どの賛成でこれを成立させた。

改悪された「特措法」は、憲法が保障する国

民の財産権より日米軍事同盟を優先させるもの

として、また、沖縄県収用委員会が裁決申請を

却下した場合でも継続使用できることを定め収

用委員会制度を「骨抜き」するものとして、さ

らには憲法に保障されている国民の財産権の侵

害という点などでも断じて容認できないもので

ある。

同時に、こうした「特措法の改悪」は、今日

のオール与党体制が沖縄県民や日本国民の利益

よりもアメリカの利益を優先させる「安保容

認」前提の翼賛体制であること、さらには日米

安保体制こそがわが国の平和と生活を脅かして

いる根源であることを国民の前に鮮明にしてい

る。

３）「労働法制改悪反対」「女子保護規定」

の撤廃阻止

「女子保護規定」撤廃関連法案が、６月１１日

の参議院本会議で可決成立させられた。この法

案は、ごく当然でわずかばかりの「均等法」の

一部改正と引き替えに、財界の要請に応えて労

働基準法の唯一の労働時間規制であった「女子
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保護規定」を撤廃し、増大する女性労働者を男

性並みの長時間・過密労働や「過労死地獄」に

駆りだし、対応できない労働者を低賃金・無権

利のパートなど不安定雇用労働者に追いやるも

のであり、女性の地位向上や機会均等・職域拡

大とはまったく無縁のもので、結果として男女

ともすべての労働者の雇用不安を拡大し労働条

件を引き下げるものである。

両連絡会の合同闘争本部が全国的な反対闘争を

展開し、国会を包囲するなかで、衆参両院の審

議でも「女子保護」撤廃の問題点が浮き彫りに

され、自民党など各党議員からも「男女共通規

制」の必要性と法案への反対ないし疑義の指摘

が賛成意見よりも数多く出された。にもかかわ

らず、審議で反対討論した議員を含め日本共産

党（参議院では新社会党も）以外すべての政党

の賛成で法案が可決されたことは、オール与党

政治の問題点とその欺瞞性を明らかにするもの

である。また、婦人少年問題審議会や中央労働

基準審議会の委員を独占し、この「女子保護」

撤廃を容認してきた連合の責任は極めて大きい

といわざるをえない。

しかしながら、国会の論戦を通じて深夜・時

間外労働などの「男女共通規制」の重要性が明

らかにされたことや、「女子保護」撤廃によっ

て男女差別の「口実」が失われること、さらに

は、このたたかいを通じて全国各地から連合傘

下組織との共同が大きく前進してきていること

などは、今後の新たなたたかいの足がかりにつ

ながるものである。

（２）大幅賃上げなど労働条件

の改善

１）大幅賃上げ要求の現時点での到達点

全労連は、９７春闘にあたって「３万５千円以

上、誰でも２万円以上」の賃上げ目標を提起、

各単産も積極的に大幅賃上げ要求を決定してそ

の実現を追求してきた。

賃上げ要求にたいする最終集計（６月２７日・春

闘共闘）は、登録組合の約８６％で回答を引き出

し、その単純平均は９，６５９円（３．２９％）、加重平

均で１０，８４９円（３．４０％）と昨年比ではほぼ同水

準となっている。これにたいし、連合の妥結額

の集計（５月３０日）では、単純平均７，４４８円、

加重平均８，５２１円となっている。また、日経連

の集計（中小企業・妥結額）では、単純平均８，７７４

円（２．８９％）、加重平均８，８４６円（２．８４％）とな

っている。

２）賃上げ回答などに対する基本的な評価

� 連合や日経連、労働省などの集計結果を

上まわる賃上げ回答をひきだしているがその水

準は全体でみてほぼ昨年並みにとどまってお

り、この間の実質賃金低下に加えての９兆円の

国民負担増にともなう月額１万数千円以上の実

質賃下げを考慮するなら、これは我々の要求目

標にてらして不十分というばかりでなく生活改

善にはほど遠いものといわなければならない。

しかも、個別的には、一部で連合系の類似・競

合単産を上まわる回答水準を引き出しているも

のの、全体としては１０数単産（３２単産中）が前

年水準を下回っていること、さらには、産業別

・規模別格差、能力給や業績給などが拡大する

傾向にある。

なお、ＪＣなど連合主要単産への回答にたい

する基本的な評価については、第１７回評議員会

で確認した「９７国民春闘の到達点、中間総括」

を参照のこと。

� ９７春闘の総括では、賃上げ回答そのもの

に対する直接的な評価と同時に、日経連が全面

展開をはかってきた「新時代の日本的経営」に

もとづく、業績査定にもとづく新人事管理制度

やこれと一体となった賃金・雇用破壊、集団交

渉や横並び解体、労働組合の変質ととりこみな
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どの攻撃をたたかいによってどれだけ跳ね返し

たのか、この点での職場や地域からの総括が極

めて重要になっている。

全労連傘下単産の多くが、産別統一闘争を強

化しながら職場や地域からリストラ「合理化」

や労働者への支配強化の攻撃を跳ね返し、中小

経営者にもわれわれの運動についての支持と理

解を拡大しながら、要求を前進させてきている

ことについては、仲間たちの奮闘の成果として

押さえておくことが重要である。

しかしながら、職場における能力給や業績給

の拡大は、個々の労働者の賃上げ額を覆い隠し

ているだけでなく、「能力・業績査定」などに

よって賃金の決定権を企業側が一方的に握るも

のであり、労働者間の競争激化と団結の阻害、

労使対等の団体交渉による労働条件決定否認、

労働組合運動の形骸化につながっている。ここ

に「管理春闘」の新たなつよまりの今日的な特

徴がある。

こうした状況を打開し賃金闘争の展望をどの

ように切り開いていくのか、ＪＣや連合主要単

産の９７春闘における対応や「管理春闘」の新た

なつよまりのもとで、統一賃金闘争を中心とし

た「春闘の現状」を正確に分析し、われわれ自

身の新たな運動論の確立が求められている。

３）賃上げ以外の労働条件改善要求の

到達点

９７春闘における賃金以外の時短・最賃要求等

の到達状況については、現在集約中であるが、

４月下旬の中間的集約では昨年同期を上まわる

獲得状況が報告されている。

その特徴は、週４０時間制が本年４月から完全実

施された関係で、週休二日制や１週あたりの所

定内時間の短縮が前進したのをはじめ、年間休

日・有給休暇増、時間外労働割り増し率の改善

など「労働時間短縮」関係の要求が前進してい

ることにある。また、企業内最賃協定や年齢別

最低保障賃金の改訂、定年延長・退職金増額、

さらには、労災上積みや育児休業・介護休業な

どでの要求が前進している。

中間的な集約とはいえ、「総額人件費」抑制

攻撃のもとでこうした諸要求を前進させている

ことは貴重な成果といえる。

（３）９７国民春闘の教訓と今後

の課題

１）国民春闘のさらなる強化・発展に

むけて

オール与党の悪政のもとで国民的共同をいっ

そう強化することが求められており、国民生活

と中小経営を脅かしている悪政や大企業の横暴

とのたたかいを本格的に強化することが重要に

なっている。そのため、全労連と全商連など「一

致する課題」での他の階層・団体との具体的な

共同行動を重視すると同時に、「国民負担を許

さない国民総決起２・２７全国統一行動」の教訓

を生かし労働者と国民諸階層が一体となった共

同行動を本格的に強化するため、これまでの枠

を大きく超える広範な労働組合や諸団体、個人

などの結集をめざす「国民生活擁護共同行動委

員会」（仮称）のような国民的共同の拡大を追求

することが重要になっている。

また、全労連としての対政府交渉の強化、政

府や労働省などとの実効ある交渉ルールの確

立、労働者・国民の要求を少しでも具体的に前

進させるため原則性を堅持しつつも柔軟性をも

った実利の追求も重要になっている。一致する

課題での政党との協力・共同についても、より

日常的な相互理解と系統的な追求が必要になっ

ている。

２）労働者・労働組合の共同前進にむけて

労働者の状態悪化と切実さを増す要求、職場
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における労資協調路線の矛盾拡大と特定政党支

持路線の破綻などのもとで、連合傘下の職場組

織を含め多くの労働組合と共通の要求や接点が

拡大しており「垣根」が低くなってきている。

「一致する要求」での共同を具体的に前進さ

せるためには、地域の労働組合を直接的に訪問

し、双方向での「対話」をつうじて「一致点」

をさぐり、共同の条件を拡大すること、さらに

は、そのためにもこうした活動の担い手をどれ

だけ職場と地域に大量につくりだすのかが決定

的に重要なカギを握っており、「１０万人オルグ」

大運動の具体化など職場や地域から「大量の活

動家」を総結集すること、活動家の系統的育成

が今日の全労連運動の重要な課題となってい

る。

３）賃金闘争を中心としたたたかいの

前進にむけて

� 政治的変化や国民的共同の広がりを職場

での運動発展にどう結びつけるか

昨年の総選挙結果やその後の政治的変化、９７

春闘でこれまでになく前進した国民的共同のひ

ろがりなどをどれだけ多くの労働者の確信に

し、職場の運動の活性化に結びつけるかが重要

になっている。また、日本経済の行き詰まりを

国民本位に打開するためにも、大幅賃上げや労

働者・国民の生活改善が重要であり、今日の政

治的変化や国民的共同の拡がりが、われわれの

たたかいの展望につながることを確信にするこ

とも重要になっている。

そのためにも、情勢やたたかいの展望につい

ての徹底した職場や地域での討論と意思統一、

職場や企業の枠を超えた地域の行動にどれだけ

多くの労働者の参加を組織するか、誰もが参加

できる多様な形態での行動についての工夫など

が必要になっている。

また、ＪＭＩＵの「二方面でのたたかい」（労働

条件改善をめざす労使関係でのたたかいと社会

的政治的課題でのたたかいの一体的な追求）の

教訓�地域での諸行動への労働者の積極的な参
加が地域における政治的変化などを労働者の確

信にし、職場組織をも活性化させ職場での運動

前進と要求実現のたたかいにもつながっている

�など単産や地方組織における積極的な教訓を
全体のものとしていくことも重要になってい

る。

� 職場・地域のすべての労働者を視野に、

広範な労働者の要求をどう組織するか

職場や地域から活力ある運動を発展させるた

めにも、労働者の切実な要求をどう本格的に組

織し、その大衆的なエネルギーを引き出すのか

が重要になっている。

また、「大幅賃上げ要求」や「ストライキ」

は「情勢・社会の変化を無視した時代遅れの主

張や運動」とする経営側の攻撃を打ち破るため

にも、職場や地域における圧倒的多数の労働者

の切実な要求の結集とたたかうエネルギーの引

き出しが重要になっている。

９７春闘にむけての「くらしと労働実態・要求

アンケート」は、地域の連合職場や中立労組か

らの協力などにより昨年を１５万人上まわる６４万

人分が集約され、その集計結果は大幅賃上げ要

求の正当性や切実性を大衆的に明らかにする武

器となっている。

同時に、このアンケートの大規模なとりくみ

は、地域から広範な労働組合との「総対話と共

同」を追求していく具体的な手だてとしても積

極的な役割を果たしている。

しかし、全労連の具体的な提起の遅れやとり

くみを集中すべき時期に総選挙があったとはい

え、単産や地方組織がたてた目標（総計で２００

万以上）にほど遠いばかりでなく、全労連の組

織人員に比しても半数程度にとどまったことな

どは、この運動の重要な意義についての深い意

思統一の不足が反映している。

したがって、全労連に参加しているすべての
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組合員の要求把握はもとより、広範な労働者の

要求での結集とそのことをつうじて春闘をたた

かう労働者・労働組合を拡大することなど、こ

のアンケートの運動としての意義や要求目標と

アンケートの関係などその位置づけを再度明ら

かにし、早い時期からのとりくみ開始が必要で

ある。

	 要求目標のあり方などについて

総額人件費の抑制と産業・規模間の格差拡

大、能力給・業績給（企業による査定給）拡大

など「賃金破壊」がつよめられているもとで、

これまでのようなベースアップを中心とした賃

上げ要求だけでは経営側の攻撃ともかみ合わな

くなっており、組合員にとって賃上げ額がわか

りやすい賃金闘争をすすめていくうえでも、生

計費原則の再確認と同時に年齢別ポイント要求

の重視など要求目標の在り方についての再検討

が求められている。

今後の賃金要求の統一的な目標としては、大

幅賃上げの重要性と同時に、どこでも・誰で

も、年齢や職種・産業・地域を問わず「誰でも

○○円以上」とか、すべての産業・地域で「１８

歳○○円以上の賃金」など最低引き上げ・底上

げ要求を重視し、企業・産業別最賃闘争を強化

する必要がある。また、「賃金破壊」と一体と

なった「総額人件費の抑制」「雇用破壊」、さらに

は国民への全面的な負担強化などがつよめられ

ているもとで、これらに対応する統一目標の提

起も必要になっている。


 回答指定日、統一行動配置などについて

統一闘争として発展してきているのか、形式

的になりすぎていないか。官民を問わずすべて

の職場組織が春闘要求を提出し、交渉している

のか。ストライキ権の確立状況やストライキ・

統一行動への参加組織や労働者はふえているの

か、などについての実態把握など、職場総点検

が必要になっている。

日経連や財界の労働者・労働組合分断と思想

的にも労働者を資本の側に隷属させようとする

攻撃を跳ね返し、産業別統一闘争や全労連・春

闘共闘の全国的な統一闘争を発展させるために

も、切実な要求にもとづく職場闘争と職場組織

を本格的に強化することが重要になっている。

そのためにも、職場の労働者のたたかうエネル

ギーをひきだし、文字どおり全員参加の運動を

展開すること、職場での統一行動と一体で地域

の共同行動を発展させている埼玉などの教訓を

全国的に活かしていくことなどが重要になって

いる。

また、経営側の不当な攻撃には断固として反

撃しながら要求実現を追求していくため、職場

・地域での多様な戦術の追求と同時に、ストラ

イキ体制など揺るぎない強固な闘争態勢の確立

をすべての職場で追求することをいっそう重視

する必要がある。

さらに、要求実現へのねばり強い追求を全労

連全体として統一的にすすめていくためにも、

闘争の決着にあたっての統一的な目標、基本的

な考え方の提起が必要になっており、要求目標

を検討する段階からこの点を考慮していく必要

がある。
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